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（変動金利型）

（固定金利型）
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※

※

保証料（年０．５％）を一括前払いしていただきます。

※詳細は別途、保証料表をご確認ください。

自営業の場合は、同一業種・同一収入源による確定申告の実績がある方

〈介護福祉ローン〉商品概要説明書(１／２）

商品名

保証会社

平成24年1月4日 現在

ご融資金額

ご返済方法

ご利用いただける方

 ③当金庫の地区内にある事業所に勤務されている方

 ④当金庫の地区内に事業所を有する法人の役員の方

ご返済期間

お使いみち

保証人・担保

保証料

ご融資利率

 ②当金庫の地区内に事業所を有する方

年金受給者の場合は、当金庫に年金受取口座のない方も対象となります。（年金担保借入をし
ている場合除く）

社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方

当金庫の会員たる資格を有する方（下記①から④のいずれかに該当）

 ①当金庫の地区内に住所または居所を有する方

千葉信用金庫　介護福祉ローン

社団法人　しんきん保証基金

お申込時年齢、満２０歳以上の方

安定継続した収入のある方（派遣社員・パート・アルバイトの方もご利用いただけます）

上記条件①～④のいずれかに該当する方であれば、当金庫に出資していただき会員となるこ
とができます。なお、会員以外の方でもお取扱いが可能な場合もございます。詳しくは当金庫
の本支店までお問い合わせください。

次の①～③に用いる資金（①・②は支払先へ振込みができること※一部例外あり）および保証
料

申込人親族のための介護用機器の購入・設置資金

申込人の親族が入居する老人ホームの入居一時金

申込人が借り入れた当金庫のしんきん保証基金保証付介護福祉ローンの借換資金および
借換えに伴う繰上完済にかかる手数料（①または②と合わせてのものに限る）

①・②は支払先が申込人またはその配偶者・親・子が営む法人・自営業者の場合対象外

①・②は申込人本人のためのものは対象外、③は申込人本人のものに限る

支払済資金は対象外

5００万円以内（１万円単位）

３ヶ月以上８年以内（１ヶ月単位）

　ご融資利率は、当金庫の「短期プライムレート」を基準金利として実行日から適用させていた
だきます。実行日の適用利率につきましては、当金庫の本支店でご確認ください。

　ご融資後の利率については、毎月７日を基準日として月１回見直しを行い、基準日の翌日以
降最初におとずれる毎月の約定返済日の翌日を変更日とさせていただきます。また、半年毎の
増額返済分につきましては、基準日の翌日以降最初におとずれる毎月の約定返済日の翌日を
変更日とさせていただきます。

　実行時の適用金利を返済日まで適用させていただきます。実行日の適用利率につきまして
は、当金庫の本支店でご確認ください。

毎月元利均等割賦返済がご利用いただけます。

ご融資額の５０％以内につき６ヶ月毎の増額（ボーナス）返済の併用可

元金返済の据置期間は６ヶ月まで可

社団法人しんきん保証基金が保証いたしますので、原則として必要ありません。

（融資額100万円について）

１年

2,700

２年

5,300

３年

7,900

４年

10,500

【保証料目安】 （単位：円）

７年

18,700

８年

21,500

５年

13,200

６年

16,000



（１）

（２）

※

・

・

お申込に際しましては、事前の審査をさせていただきます。結果によってはご希望に添えない
場合もございますので、あらかじめご了承ください。

現在のご融資利率やご返済額の試算その他ご不明な点については、当金庫の本支店にお問
い合わせください。

 【返戻保証料目安】

8,844

5,670

3,318

1,484

8年

21,500

16,643

（単位：円）

　保証料は、返済期間における各年の保証料の合計を一括でお支払いいただいておりますが、各
年の保証料は均等ではなく、年を経るごとに少なくなります。そのため、例えば、期間が半分経過
した時点の返戻保証料は当初お支払いただいた保証料の半分ではなく20％強となります。

　詳しくは店頭までお問い合わせください。

16,000 18,700当初保証料 5,300

―

13,200

平成24年1月4日 現在

その他

〈介護福祉ローン〉商品概要説明書(２／２）

全額繰上返済の場合

　繰上完済日から当初の最終返済日までの未経過分の保証料を返戻いたします。（繰上完済時
に「保証料返戻口座等確認書」にご記入いただいたローン返済用口座等にしんきん保証基金より
振り込まれます。）

　ただし、次の場合は返戻いたしません。

保証料の返戻

　①しんきん保証基金が事前求償権を行使または代位弁済した場合

　なお、ご返済に著しい遅れがあった場合は、返戻できないことがあります。

一部繰上返済（一部内入れ）の場合

―

　②未経過期間分の保証料が1,000円未満の場合

当初契約期間 2年 3年 4年 5年 6年 7年

　一部繰上返済額（一部内入れ額）に応じた保証料は返戻いたしませんが、あわせて返済期間を
短縮された場合は、完済された時点で短縮期間に応じた保証料を返戻いたします。（短縮後の最
終返済日を繰上返済日として繰上返済された場合と同じになります。）

― ―

7,900 10,500

未
経
過
期
間

7年

6年

5年

4年

3年

1年

―

2年

― 13,920

― ―

― ― ― 8,505

12,480

― ― ― ― 11,220 9,768

―― ―

7,245 6,405

― ― 6,004 4,898

2,279 1,908 1,696

1,377 0 0 0 0

（融資額100万円について、当初ローン実行日が平成19年1月1日以降の場合。）

0 0

4,187 3,713

― 3,604 2,756


